
平成２３年（厚）第４９０号

平成２４年２月２９日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法の一部

を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。

以下「改正法」という。）附則第６３条第

１項の規定によりなお従前の例によるもの

とされた、改正前の厚生年金保険法（以下

「旧厚年法」という。）による老齢年金（以

下単に「老齢年金」という。）に係る未支

給の保険給付（以下「未支給給付」という。）

の支給を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　亡Ａ（以下「Ａ」という）は、老齢年

金の受給権者であったが、平成○年○月

○日に死亡したため、Ａの配偶者である

Ｂ（以下「Ｂ」という。）が、遺族厚生

年金及び未支給給付の支給を請求した

が、その支給を受けないうちに、平成○

年○月○日、Ｂは死亡した。

２　請求人は、平成○年○月○日 (受付 )、

社会保険庁長官に対し、Ａに係る未支給

給付を請求した。

３　社会保険庁長官は、平成○年○月○日

付で、請求人に対し、「１．未支給年金・

保険給付を請求できる遺族の範囲（受給

権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母ま

たは兄弟姉妹）に該当していないため。」

という理由で、本件未支給給付を支給し

ない旨の処分（以下「原処分」という。）

をした。

４　請求人は、原処分を不服として、○○

厚生局社会保険審査官に対する審査請求

を経て、当審査会に対し再審査請求をし

た。その不服とする理由は、本件裁決書

添付別紙のとおりである。

第３　問題点

１　老齢年金の受給権者が死亡した場合に

おいて、その死亡した者に支給すべき保

険給付で、まだその者に支給しなかった

ものがあるときは、その者の配偶者、子、

父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっ

て、死亡の当時その者と生計を同じくし

ていたものは、自己の名で未支給の保険

給付の支給を請求できるとされている

（旧厚年法第３７条第 1項）。また、旧厚

年法第３条第２項により、「配偶者」に

は婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含むとさ

れている。

２　本件の場合、Ａが前記１にいう老齢年

金の受給権者であったことについては当

事者間に争いがないと認められるから、

本件の問題点は、請求人が、前記１の法

令の規定に照らして、Ａに係る老齢年金

の未支給分を受けることができる者に該

当すると認めることができるかどうかと

いうことである。

第４　当審査会の判断

１　一件記録によれば、Ｂの母は、Ｃであ

り、請求人は、Ｃの子であるから、Ｂと

請求人は姉妹であること、請求人は、Ａ

の配偶者ではないこと、請求人はＢの相

続人であること、Ｂの遺産につき、平成

○年○月○日、請求人並びに相相続人Ｄ

及び同Ｅ間において遺産分割の協議が成

立し、請求人は、Ｅが相続するものとさ

れた土地及び建物以外の遺産全部（動産、

預貯金、債権等）を相続するものと合意

されたこと、Ａは平成○年○月○日に死

亡したこと、及びＢは同年○月○日に死

亡したことが認められる。

２　旧厚年法は、未支給給付について前記

第３の１のとおり「その配偶者、子、父

母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっ

て、当時その者と生計を同じくしていた

もの」に支給すると規定されているとこ

ろから、請求人は、本件未支給年金の請

求をすることができる遺族ではないので

あって、そのこと自体について、当事者

間に争いがないものと解される。

３　請求人は、前記第２の４に掲げたとお

り、未支給年金請求者であるＢが請求し



ていた未支給給付をＢの相続人としての

法的地位に基づき、請求したのである

が、Ｂはすでに死亡して権利主体ではな

くなっているのであるから、本件未支給

給付を受給できるわけはなく、もとより、

請求人がＢの代理人となる余地もない。

そして、旧厚年法第３７条第１項が前記

第３の１のとおり規定する趣旨は、相続

とは別の立場から一定の遺族に対して未

支給の年金給付の支給を認めたものであ

り、死亡した受給権者が有していた年金

給付に係る請求権が旧厚年法の規定を離

れて別途相続の対象となるものでないこ

とは明らかであり (最高裁判所平成３年

(行ツ )第２１２号同７年１１月７日第

三小法廷判決・民集４９巻９号１８２９

頁参照）、本件未支給給付を受ける権利

は、相続の対象となる財産でもない。し

たがって、本件未支給給付が、Ｂの相続

人として前記遺産分割の協議により、土

地及び建物以外の一切の遺産を相続した

請求人に当然支給されるべきであるとの

主張は、どの観点から検討しても理由が

ないから、請求人の上記主張は採用する

ことができない。

４　したがって、原処分は適法・妥当であっ

て、これを取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。

　


